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「特別養護老人ホーム 三陽」重要事項説明書 

 

 

当施設は介護保険の指定を受けています 

（札幌市指定 第 0170404107 号） 

 

当施設はご契約者に対してユニット型指定介護老人福祉施設サービスを提供しま

す。施設の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の

とおり説明します。 

※当施設への入居は、要介護認定の結果『要介護３～５と認定された方』及び

『要介護１・２と判定され、かつ特例入所の要件に該当すると判断される

方』が対象となります。 
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１．施設経営法人 

（１）法人名  社会福祉法人 清恵会 

（２）法人所在地 大分県別府市大字鶴見字前田１７２５番地 

（３）電話番号 ０９７７－２７―２２２２ 

（４）代表者氏名 理事長 長浦文夫 

（５）設立年月日 平成９年９月８日 
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２．ご利用施設 

（１）施設の種類 ユニット型指定介護老人福祉施設 

平成２６年 ７月２５日指定 札幌市 0170404107 号 

（２）施設の目的 ユニット型指定介護老人福祉施設は、介護保険法令に従い、ご契

約者一人一人の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、その居宅

における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の

生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相

互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことができるよう支援するこ

とを目的として、ご契約者に、日常生活を営むため必要な居室及び共用施設等

をご利用いただき、ユニット型指定介護老人福祉施設を提供いたします。 

（３）施設の名称 特別養護老人ホーム 三陽 

（４）施設の所在地 札幌市西区八軒５条西８丁目５番１号 

（５）電話番号  ０１１-６３３-０３００ 

ＦＡＸ番号 ０１１-６３３-０２００ 

（６）施設長（管理者）氏名 宇留嶋 久恵 

（７）当施設の運営方針 

①当施設は、施設福祉サービス計画に基づき、ご契約者が可能な限り居宅におけ

る生活への復帰を念頭に置き、施設において、入浴、排泄、食事等の介護、相

談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話を行うことに

より、ご契約者がその有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができ

るよう支援することをめざす。 

（８）開設年月 平成２６年７月２７日 

（９）入居定員 ８０人 

 

３．施設の概要 

（１）名称 特別養護老人ホーム 三陽 

敷地 ５,９１３.４３㎡ 

建物構造 鉄筋コンクリート造（一部プレストレストコンクリート造） 

地上３階塔屋１ 延床面積５,３１４.３０㎡ 

利用定員 ８０名 
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（２）居室及び主な設備 

居室の種類 数 備  考 

全室個室 ８０ １人あたり１３.９㎡以上 

主な設備 数 備  考 

医務室 １ 医務室１、医務倉庫１ 

食堂 ８  

洗面所 ８０  

便所 ５０  

浴室 １０ 特別浴室２箇所、介助浴室８箇所 

※上記は、厚生労働省が定める基準により、ユニット型指定介護老人福祉施設に

必置が義務づけられている施設・設備です。 

 

☆居室変更：ご契約者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況

により施設でその可否を決定します。また、ご契約者の心身の状況により居室を変

更する場合があります。その際には､ご契約者やご家族等と協議のうえ決定するも

のとします｡ 

 

４．職員の配置状況 

当施設では、ご契約者に対してユニット型指定介護老人福祉施設サービスを提供す

る職員として、以下の職種の職員を配置しています。 

<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職種 指定基準 

１．施設長（管理者） １名 

２．介護職員 ２３.７名 

３．生活相談員 １名 

４．看護職員 ３名 

５．機能訓練指導員 １名 

６．介護支援専門員 １名 

７．配置医 必要数 

８．管理栄養士 １名 
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<主な職種の勤務体制> 

職種 勤務体制 

１．医師 毎週金曜日 １３：３０～１５：３０ 

２．介護職員 

７：００～１６：００ 

７：３０～１６：３０ 

９：００～１８：００ 

９：３０～１８：３０ 

１２：００～２１：００ 

１２：３０～２１：３０ 

２０：３０～７：３０ 

２１：００～８：００ 

３．看護職員 

７：００～１６：００ 

７：３０～１６：３０ 

８：００～１７：００ 

９：００～１８：００ 

１０：００～１９：００ 

１１：００～２０：００ 

４．機能訓練指導員 週１日 １０：００～１１：００ 

 

５．当施設が提供するサービスと利用料金 

当施設では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。 

当施設が提供するサービスについて、 

・利用料金が介護保険から給付される場合 

・利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合 

があります。 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第３条参照） 

以下のサービスについては、利用料金の大部分が介護保険から給付されます。 

<サービスの概要> 

①入浴 

・入浴については、可能な限り入居者の希望にあわせます。清拭は身体状況等

により行います。 
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・寝たきりでも機械浴槽を使用して入浴することができます。 

②排泄 

・排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行いま

す。 

③機能訓練 

・機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送る

のに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。 

④健康管理 

・配置医や看護職員が、健康管理を行います。 

⑤その他自立への支援 

・寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。 

・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行なわれるよう援助します。 

 

<サービス利用料金>（契約書第５条参照） 

下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保

険給付費額を除いた金額（自己負担額）をお支払い下さい。 

（１）基本サービス 

要介護認定 単位数 

１か月費用（３０日間の費用の目安） 

費用総額※１ 
自己負担額 

(１割の場合)※２ 

要介護１ ６７０単位 ２０３，８１４円 ２０，３８２円 

要介護２ ７４０単位 ２２５，１０８円 ２２，５１１円 

要介護３ ８１５単位 ２４７，９２３円 ２４，７９３円 

要介護４ ８８６単位 ２６９，５２１円 ２６，９５３円 

要介護５ ９５５単位 ２９０，５１１円 ２９，０５２円 

 

（２）加算サービス 

加算内容 単位数 

１か月費用（３０日間の費用の目安） 

費用総額※１（左記

サービス利用の場合） 

自己負担額 
(１割の場合)※２ 

初期加算 ３０単位/日 ９,１２６円 ９１３円 

日常生活継続支援加算

(Ⅱ) 
４６単位/日 １３,９９３円 １,４００円 
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夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ 

ユニット型 
１８単位/日 ５,４７５円 ５４８円 

外泊加算（１日あたりの費用。１か月最大６日まで） 

 ２４６単位/回 ２,４９４円 ２５０円 

看護体制加算    

(Ⅰ)ロ ４単位/日 １,２１６円 １２２円 

(Ⅱ)ロ ８単位/日 ２,４３３円 ２４４円 

療養食加算（１日３回、３０日分として） 

 ６単位/回 ５,４７５円 ５４８円 

看取り介護加算(Ⅱ)※３ （１日あたりの費用） 

死亡日以前 31～45日 ７２単位/日 ７３０円 ７３円 

死亡日以前 4～30日 １４４単位/日 １,４６０円 １４６円 

死亡日の前日と前々日 ７８０単位/日 ７,９０９円 ７９１円 

死亡日 １,５８０単位/日 １６,０２１円 １,６０３円 

褥瘡マネジメント加算    

Ⅰ ３単位/月 ３０円 ３円 

Ⅱ １３単位/月 １３１円 １４円 

再入所時栄養連携加算（１回あたりの費用） 

 ２００単位/回 ２,０２８円 ２０３円 

配置医師緊急時対応加算（１回あたりの費用） 

早朝、夜間 ６５０単位/回 ６,５９１円 ６６０円 

深夜 １,３００単位/回 １３,１８２円 １,３１９円 

科学的介護推進体制加算    

Ⅰ ４０単位/月 ４０５円 ４１円 

Ⅱ ５０単位/月 ５０７円 ５１円 

安全対策体制加算 入所時２０単位 入所時２０２円 入所時２１円 

介護職員処遇改善加算

(Ⅰ) 

月間所定単位数（基本サービス＋加算サービス）に１４．

０％を乗じた単位数 

※１ 札幌市は７級地のため１単位あたり１０.１４円を掛けて金額を算出しています。 

※２ 負担割合が１割の場合の例です。ご契約者は負担割合に応じた金額をご負担い

ただきます。 

※３ 看取り介護加算は、看取り介護を受けたご契約者が死亡した場合に、死亡月に

まとめて算定されます。また、退所した月の翌月に死亡した場合は、翌月に自己

負担分が発生します。 

☆本表以外の加算についても、報酬単価に合わせて費用が発生する可能性があります。 

☆月単位での計算のため端数処理により上記金額に若干の差異が生じます。 

☆ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をい

ったんお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が

介護保険から払い戻されます（償還払い）。償還払いとなる場合、ご契約者が保険

給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付
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します。 

☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の

負担額を変更します。 

☆入院中の居住費については、日額３,２７４円×外泊又入院日数分をお支払いいた

だきます。 

 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第４条、第５条参照） 

以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

なお、居住費と食費に関しては、所得の低い方、（利用者負担段階、第１段階、第

２段階、第３段階）には負担軽減制度があります。 

<サービスの概要と利用料金> 

①居住費  日額 ３,２７４円 

②食費   日額 １,５９０円 

③特別な食事 

ご契約者のご希望に基づいて特別な食事を提供します。 

利用料金：要した費用の実費 

☆当施設では、管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体の状況

及び嗜好を考慮した食事を提供します。 

☆ご契約者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則とし

ています。 

（朝食８：００～ 昼食：１２：００～ 夕食１８：００～） 

④理髪・美容 

［理髪サービス］ 

月に１回、理容師の出張によるサービス（調髪、顔剃、洗髪）をご利用いただ

けます。 

利用料金：実費 

［美容サービス］ 

月に１回、美容師の出張による美容サービス（調髪、パーマ、洗髪）をご利用

いただけます。 

利用料金：実費 

⑤貴重品の管理 
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ご契約者の希望により、貴重品管理サービスをご利用いただけます。詳細は、

特別養護老人ホーム 三陽 預かり金規程のとおりです。 

○お預かりするものの範囲： 

・各種預貯金の通帳 

・有価証券 

・各種年金証書及び各種保険等の証書類 

・印鑑及び印鑑登録カード 

・前各号に準ずるもので、施設長が特に必要と認めたもの 

利用料金：１日当たり５０円 

⑥レクリエーション 

ご契約者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただくこと

ができます。 

利用料金：材料代等の実費 

ｉ）主なレクリエーション行事予定 

１月：お正月 ２月：節分 

３月：ひな祭り ５月：お花見 

７月：夏祭り ９月：敬老会 

１０月：文化展 １２月：クリスマス会、餅つき大会 

ｉｉ）クラブ活動 

書道、茶道、押し花、ちぎり絵 

⑦複写物の交付 

ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物

を必要とする場合には実費をご負担いただきます。 

利用料金：モノクロＡ４・Ａ３ １枚につき２０円 

カラーＡ４ １枚につき５０円 

Ａ３ １枚につき８０円 

⑧日常生活上必要となる諸費用実費 

日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者に負担い

ただくことが適当であるものにかかる費用を負担いただきます。 

おむつ代は介護保険給付対象となっていますのでご負担の必要はありません。 

⑨契約書第１９条に定める所定の料金 
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ご契約者が、契約終了後も居室を明け渡さない場合等に、本来の契約終了日か

ら現実に居室が明け渡された日までの期間に係る料金（１日あたり） 

ご契約者が、要介護認定で自立

又は要支援と判定された場合 
７，０００円 

その他の場合 
要介護度に応じた基本サービス料金 

（全額自己負担になります。） 

☆経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更す

ることがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更

を行う２箇月前までにご説明します。 

 

（３）利用料金のお支払い方法（契約書第５条参照） 

前記（１）及び（２）の料金・費用は、１箇月ごとに計算し、ご契約者はこれを郵

便局自動引落日（翌月１７日）までに間にあうよう支払うものとします。（１箇月に

満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とし

ます。） 

自動払込 

ゆうちょ銀行 

口座番号：０２７２０－６－１０１８３７ 

口座名称：社会福祉法人清恵会 

特別養護老人ホーム 三陽 

 

（４）入居中の医療の提供について 

医療を必要とする場合は、ご契約者の希望により、下記協力医療機関において診療

や入院治療を受けることができます。（ただし、下記医療機関での優先的な診療・入

院治療を保証するものではありません。また、下記医療機関での診療・入院治療を義

務づけるものでもありません。） 

①協力医療機関 

医療機関の名称 札幌孝仁会記念病院 

所在地 札幌市西区宮の沢２条１丁目１６番１号 

診療科 内科（循環器内科、消化器内科、呼吸器内科等）、外科

（心臓血管外科、脳神経外科等）、ほか 

医療機関の名称 イムス札幌消化器中央総合病院 
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所在地 札幌市西区八軒２条西１丁目１番１号 

診療科 内科（消化器内科、循環器内科、呼吸器内科等） 

外科（整形外科等）ほか 

医療機関の名称 札幌記念病院 

所在地 札幌市西区八軒９条西１０丁目１番１１号 

診療科 内科 

②協力歯科医療機関 

医療機関の名称 ラビット歯科 

所在地 札幌市北区北２４条西４丁目１番２１号モンレーブ２４－４Ｆ 

医療機関の名称 さくら歯科クリニック 

所在地 札幌市白石区東札幌４条４丁目１番１８号 

医療機関の名称 しろくま歯科 

所在地 札幌市白石区菊水３条４丁目２番７号 樋口ビル 2階 

 

６．施設を退居していただく場合（契約の終了について） 

当施設との契約では契約が終了する期日は特に定めていません。従って、以下のよ

うな事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのよう

な事項に該当するに至った場合には、当施設との契約は終了し、ご契約者に退居して

いただくことになります。（契約書第１３条参照） 

①要介護認定によりご契約者の心身の状況が自立、要支援又は要介護１・２と判

定され尚かつ特例入所の要件にあたらないと判断される場合 

②事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由によりホームを閉

鎖した場合 

③施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能に

なった場合 

④当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

⑤ご契約者から退居の申し出があった場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

⑥事業者から退居の申し出を行った場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

 

（１）ご契約者からの退居の申し出（中途解約・契約解除）（契約書第１４条、第１
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５条参照） 

契約の有効期間であっても、ご契約者から当施設からの退居を申し出ることができ

ます。その場合には、退居を希望する日の７日前（※最大７日）までに解約届出書を

ご提出ください。ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除し、施設を退居

することができます。 

①介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

②ご契約者が入院された場合 

③事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定めるユニット型

指定介護老人福祉施設サービスを実施しない場合 

④事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

⑤事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財

物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重

大な事情が認められる場合 

⑥他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つけ

る恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合 

 

（２）事業者からの申し出により退居していただく場合（契約解除）（契約書第１６

条参照） 

以下の事項に該当する場合には、当施設からの退居していただくことがあります。 

①ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、

故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがた

い重大な事情を生じさせた場合 

②ご契約者による、サービス利用料金の支払いが６箇月以上遅延し、その支払

いの催告から１０日を経過しても支払いがない場合 

③ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは

他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を

行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

④ご契約者が連続して３箇月を超えて病院又は診療所に入院すると見込まれる

場合もしくは入院した場合 

⑤ご契約者が介護老人保健施設等に入居した場合もしくは介護療養型医療施設

等に入院した場合 
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＊契約者が病院等に入院された場合の対応について＊（契約書第１８条参照） 

当施設に入居中に、医療機関への入院の必要が生じた場合の対応は、以下のとお

りです。 

①検査入院等、短期入院の場合 

１箇月につき６日以内（連続して７泊、複数の月にまたがる場合は１２泊）

の短期入院の場合は、退院後再び施設に入居することができます。ただし、入

院期間中であっても、所定の利用料金をご負担いただきます。 

②上記期間を超える入院の場合 

上記短期入院の期間を超える入院については、３箇月以内に退院された場合

には、退院後再び施設に入居することができます。ただし、入院時に予定され

た退院日よりも早く退院した場合等、退院時にホームの受入準備が整っていな

い時には、併設されている短期入所生活介護の居室等をご利用いただく場合が

あります。なお、短期入院の期間内は、上記利用料金をご負担いただきます。 

③３箇月以内の退院が見込まれない場合 

３箇月以内の退院が見込まれない場合には、契約を解除する場合がありま

す。この場合には、当施設に再び優先的に入居することはできません。 

 

＜入院期間中の利用料金＞ 

上記、入院期間中の利用料金については、介護保険から給付される費用の一部をご

負担いただくものです。 

なお、ご契約者が利用していたベッドを短期入所生活介護に活用することに同意い

ただく場合には、所定の利用料金をご負担いただく必要はありません。 

 

（３）円滑な退居のための援助（契約書第１７条参照） 

ご契約者が当施設を退居する場合には、ご契約者の希望により、事業者はご契約者

の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退居のために必要な以下の援助

をご契約者に対して速やかに行います。 

 

○適切な病院もしくは診療所又は介護老人保健施設等の紹介 

○居宅介護支援事業者の紹介 
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○その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介 

 

※ご契約者が退居後、在宅に戻られる場合には、その際の相談援助にかかる費用

として、ご契約者の退居前後に行った相談援助の内容に応じ、所定の金額をご

負担いただきます。 

（費用総額）＝（相談一回当たり４，０５６円～５，０７０円）×（回数） 

（ご契約者負担利用金額）＝（上記費用総額）×（負担割合） 

 

７．残置物引取人（契約書第２０条参照） 

契約締結にあたり、入居契約が終了した後、当施設に残されたご契約者の所持品

（残置物）をご契約者自身が引き取れない場合に備えて、「残置物引取人」を定めて

いただきます。 

当施設は、｢残置物引取人｣に連絡のうえ、残置物を引き取っていただきます。 

また、引渡しにかかる費用については、ご契約者又は残置物引取人にご負担いただ

きます。 

※入居契約締結時に残置物引取人が定められない場合であっても、入居契約を締

結することは可能です。 

 

８．苦情の受付について（契約書第２２条参照） 

（１）当施設における苦情の受付、事故発生時の対応、第三者評価の実施状況 

「苦情の受付」 

当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

○苦情受付窓口（担当者） 

［職名］生活相談員 安達 美緒 

○受付時間 毎週月曜日～金曜日 

午前９：００～午後５：００ 

○電 話 ０１１－６３３－０３００ 

○ＦＡＸ ０１１－６３３－０２００ 

また、苦情受付ボックスを窓口に設置しています。 

 

｢事故発生時の対応｣ 
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サービス提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、家庭等に連絡を行

うとともに、必要な措置を講じます。 

サービス提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行い

ます。ただし、施設の責に帰すべからざる事由による場合はこの限りではありませ

ん。 

「第三者評価の実施状況」 

提供するサービスの第三者評価は実施していません。 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

北海道福祉サービス運営適正

化委員会 

所在地 札幌市中央区北2条西7丁目1番地 

北海道立道民生活センター3階 

電話番号（０１１）２０４－６３１０ 

ＦＡＸ番号（０１１）２０４－６３１１ 

対応時間 平日 ９：００～１７：００ 

北海道国民健康保険団体連合

会総務部 

介護保険課企画・苦情係 

所在地  札幌市中央区南２条西１４丁目 

国保会館６階 

電話番号 ０１１－２３１－５１７５ 

ＦＡＸ  ０１１－２３３－２１７８ 

受付時間 平日９：００～１７：００ 

高齢者・障がい者生活あんし

ん支援センター 

所在地  札幌市中央区大通西１９丁目 

札幌市社会福祉総合センター２階 

電話番号 ０１１－６３２－０５５０ 

ＦＡＸ  ０１１－６１３－５４８６ 

受付時間 平日９：００～１７：００ 

 

令和  年  月  日  

 

ユニット型指定介護老人福祉施設サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重

要事項の説明を行いました。 

 

特別養護老人ホーム 三陽 
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説明者職名        氏名            印 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、ユニット型指定介護老

人福祉施設サービスの提供開始に同意しました。 

契約者住所 

契約者氏名                       印 

 

代理人（選任した場合） 

代理人住所 

代理人氏名                       印 

 

 

※この重要事項説明書は、厚生省令第３９号（平成１１年３月３１日）第４条の

規定に基づき、入居申込者又はその家族への重要事項説明のために作成したも

のです。 
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＜重要事項説明書付属文書＞ 

１．施設の概要 

（１）建物の構造 鉄筋コンクリート造（一部プレストレストコンクリート造） 

地上３階塔屋１ 

（２）建物の延べ床面積 ５,３１４.３０㎡ 

（３）併設事業 

当施設では、次の事業を併設して実施しています。 

[短期入所]･････平成２６年９月１日札幌市指定第0170404131号 定員１０名 

[通所介護]･････平成２６年８月１日札幌市指定第0170404099号 定員３０名 

[居宅介護支援]･平成２６年８月１日札幌市指定第0170404057号 

 

（４）施設の周辺環境 

緑豊かな農試公園に隣接し、新川Ｉ．Ｃ．やＪＲの発寒中央駅にも近接していま

す。 

 

２．職員の配置状況 

<配置職員の職種> 

介護職員…………ご契約者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相談・助言等

を行います。３名の利用者に対して１名の介護職員を配置していま

す。 

生活相談員………ご契約者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援を行います。 

１名の生活指導員を配置しています。 

看護職員…………主にご契約者の健康管理や療養上の世話を行いますが、日常生活上

の介護、介助等も行います。３名の看護職員を配置しています。 

機能訓練指導員…ご契約者の機能訓練を担当します。 

１名の機能訓練指導員を配置しています。 

介護支援専門員…ご契約者に係る施設サービス計画（ケアプラン）を作成します。 

生活相談員が兼ねる場合もあります。 

１名の介護支援専門員を配置しています。 

医師………………ご契約者に対して配置医が健康管理及び療養上の指導を行います。 
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３．契約締結からサービス提供までの流れ 

ご契約者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、入居後作

成する「施設サービス計画（ケアプラン）」に定めます。 

｢施設サービス計画（ケアプラン）｣の作成及びその変更は次のとおり行います。

（契約書第２条参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．サービス提供における事業者の義務（契約書第８条、第９条参照） 

当施設は、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守りま

す。 

①ご契約者の生命、身体、財産の安全･確保に配慮します。 

②ご契約者の体調、健康状態からみて必要な場合には、配置医又は看護職員と連

携のうえ、ご契約者から聴取、確認します。 

③ご契約者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の３０日前までに、要介

護認定の更新の申請のために必要な援助を行います。 

④ご契約者に提供したサービスについて記録を作成し、５年間保管するととも

に、ご契約者又は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。 

⑤ご契約者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。ただ

し、ご契約者又は他の利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得な

②その担当者は施設サービス計画の原案について、ご契約者及びその家

族等に対して説明し、同意を得たうえで決定します。  

③施設サービス計画は、６か月（※要介護認定有効期間）に１回、もし

くはご契約者及びその家族等の要請に応じて、変更の必要があるかどう

かを確認し、変更の必要のある場合には、ご契約者及びその家族等と協

議して、施設サービス計画を変更します。  

④施設サービス計画が変更された場合には、ご契約者に対して書面を交

付し、その内容を確認していただきます。  

①当施設の介護支援専門員（ケアマネジャー）に施設サービス計画の原

案作成やそのために必要な調査等の業務を担当させます。  
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い場合には、記録を記載するなど、適正な手続きにより身体等を拘束する場合

があります。 

⑥事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知り

得たご契約者又はご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しま

せん。（守秘義務）ただし、ご契約者に緊急な医療上の必要性がある場合に

は、医療機関等にご契約者の心身等の情報を提供します。 

また、ご契約者の円滑な退居のための援助を行う際には、あらかじめ文書に

て、ご契約者の同意を得ます。 

 

５．施設利用の留意事項 

当施設のご利用にあたって、施設に入居されている利用者様との快適性、安全性を

確保するため、下記の事項をお守り下さい。 

（１）持ち込みの制限 

入居にあたり、以下のものは原則として持ち込むことができません。 

ペット、刃物、その他危険物 

（２）面会 

面会時間 ８：３０～２０：００ 

※来訪者は、必ずその都度職員に届け出てください。 

※なお、食中毒等の問題がありますので、飲食物の持ち込みは事務所で申出願い

ます。 

（３）外出・外泊（契約書第２１条参照） 

外出、外泊をされる場合は、事前にお申し出下さい。 

ただし、外泊については、１箇月につき連続して７泊、複数の月をまたがる場合に

は連続して１２泊以内とさせていただきます。 

（４）食事 

食事が不要な場合は、前日までにお申し出下さい。前日までに申し出があった場合

には、重要事項説明書５（２）に定める「食事に係る自己負担額」は減免されます。 

（５）施設・設備の使用上の注意（契約書第９条参照） 

○居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 

○故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を

壊したり、汚したりした場合には、ご契約者に自己負担により原状に復していた
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だくか、又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。 

○ご契約者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認め

られる場合には、ご契約者の居室内に立ち入り、必要な措置を取ることができる

ものとします。ただし、その場合、ご本人のプライバシー等の保護について、十

分な配慮を行います。 

○感染症等で、隔離させていただくことがあります。他の方の生活もございます

ので、ご理解ください。 

○当施設の職員や他の入居者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、

営利活動を行うことはできません。 

（６）喫煙 

施設内の喫煙スペース以外での喫煙はできません。 

（７）飲酒 

施設内へのアルコール類の持ち込み及び飲酒はできません。 

 

６．損害賠償について（契約書第１０条、第１１条参照） 

当施設において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は

速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

ただし、その損害の発生について、契約者に故意又は過失が認められる場合には、

契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠

償額を減じる場合があります。 


